
 

 

閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 
 

開催日時：平成２８年４月２２日（金）     ８：３４～８：４３ 

 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

 

出 席 者：安 倍 晋 三 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（総務大臣） 

岩 城 光 英 国務大臣（法務大臣） 

岸 田 文 雄 国務大臣（外務大臣） 

馳     浩 国務大臣（文部科学大臣） 

塩 崎 恭 久 国務大臣（厚生労働大臣） 

森 山    国務大臣（農林水産大臣） 

林   幹 雄 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

石 井 啓 一 国務大臣（国土交通大臣） 

丸 川 珠 代 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

中 谷   元 国務大臣（防衛大臣） 

菅   義 偉 国務大臣（内閣官房長官） 

髙 木   毅 国務大臣（復興大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

島 尻 安伊子 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

石 原 伸 晃 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

石 破   茂 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

遠 藤 利 明 国務大臣 

陪 席 者：萩生田 光 一 内閣官房副長官 

世 耕 弘 成 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

横 畠 裕 介 内閣法制局長官 

 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

     ○一般案件      ６件 

○国会提出案件    ６件 

     ○公布（法律）    ２件 

     ○政令        ２件 

○人事        ３件 

○配布        １件 

     いずれも，案件表のとおり，決定，了解等となった。 
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議事内容： 

○菅国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。 

  まず，閣議案件について，萩生田副長官から御説明申し上げます。 

○萩生田内閣官房副長官：一般案件等について，申し上げます。まず，「まち・ひと・

しごと創生本部の副本部長の特定について」等の一部改正について，御決定をお願

いいたします。本件は，内閣官房・内閣府見直し法の施行に伴い，大臣の担務に変

更があったため，８つの本部の副本部長，本部員について，所要の整備を行うもの

であります。 

次に，「平成２７年９月７日から同月１１日までの間の暴風雨及び豪雨による災

害により被害を受けた中小企業者等に対する災害融資に関する特別措置の適用期

間の延長」について， 御決定をお願いいたします。本件は，台風１８号等により被

害を受けた中小企業者等に対する災害融資の貸付利率を軽減する特別措置につい

て，その適用期間を平成２９年４月２９日まで１年間延長するものであります。あ

わせて，中小企業信用保険法による災害関係保証の特例の適用期間を平成２９年４

月２９日まで１年間延長する「同災害についての激甚災害並びにこれに対し適用す

べき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」について，御決定をお願いい

たします。 

次に，公式実務訪問賓客待遇について，御了解をお願いいたします。クウェート

国首相が，５月１１日から１４日まで，我が国を訪問されることとなりましたので，

同期間，公式実務訪問賓客として接遇するものであります。 

次に，信・解任状に認証を仰ぐことについて，御決定をお願いいたします。本件

は，「ケニア国」駐箚特命全権大使の異動に伴い，交付すべき信任状及び解任状であ

ります。 

次に，「中小企業白書」及び「小規模企業白書」について，御決定をお願いいたし

ます。本件は，それぞれ，中小企業基本法及び小規模企業振興基本法に基づき，国

会に提出するものであります。本件につきましては，後程，経済産業大臣から御発

言があります。 

次に，質問主意書に対する答弁書４件について，お手元の資料のとおり，御決定

をお願いいたします。 

次に，法律の公布について，御決定をお願いいたします。「国立研究開発法人情報

通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法

律」外１件が，２０日の参議院本会議において可決成立したものであります。 

次に，政令について，御決定をお願いいたします。「予算決算及び会計令の一部を

改正する政令」は，平成２７年度から平成３２年度までの一般会計における復興財

源由来の剰余を，復興費用等の財源に充てることに伴い，剰余金の計算方法等に関

し，所要の規定の整備を行うものであります。 

次に，人事案件について，申し上げます。作道光夫外２０４名の叙位又は叙勲に

ついて，御決定をお願いいたします。 

次に，件名外案件について，申し上げます。「日・欧州共同体相互承認協定の医薬
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品に係る優良製造所基準に関する分野別附属書の改正に関する外交上の公文」を交

換することについて，御決定をお願いいたします。本件は，本協定の効力発生後に

関係法令が改正されたことを踏まえ，我が国及び欧州連合の関係法令の追加等を行

うものであります。なお，本日の公文交換まで不公表といたしたいので，御了承を

お願いいたします。 

次に，件名外の人事案件について，申し上げます。平成２８年春の叙勲４，０２

５名，外国人叙勲９１名について，それぞれ御決定をお願いいたします。なお，発

令日までの間に死亡した者につきましては，死亡日の日付で勲章を授与することと

し，また，勲章を授与することがふさわしくない事由が生じた候補者につきまして

は，その発令を留保することとしております。報道関係の取扱いにつきましては，

４月２９日午前５時から報道解禁となっておりますので，特に御留意いただきます

ようお願いいたします｡これらのことに関連いたしまして，後程，内閣官房長官から

御発言があります。 

○菅国務大臣：次に，大臣発言がございます。 

  まず，経済産業大臣。 

○林国務大臣：この度，「平成２７年度中小企業の動向」及び「平成２８年度中小企業

施策」，いわゆる中小企業白書，並びに，「平成２７年度小規模企業の動向」及び「平

成２８年度小規模企業施策」，いわゆる小規模企業白書を取りまとめました。 

両白書では，中小企業・小規模事業者の動向や直面する課題に加えて，中小企業

の稼ぐ力を高める取組や経営力，小規模事業者が地域で担っている役割，金融，支

援体制の在り方等について分析を行いました。 

今後とも，中小企業・小規模事業者への支援に全力で取り組んでまいります。関

係省庁におかれても，引き続き御協力を宜しくお願いいたします。 

○菅国務大臣：次に，私から，平成２８年春の叙勲及び外国人叙勲について，申し上

げます。 

  平成２８年春の叙勲及び外国人叙勲の候補者については，厳正な審査を経てお手

元に配付の資料のとおりとなりました。これらの候補者につきましては，閣議で御

決定いただいた後，天皇陛下の御裁可を仰いだ上で，来る４月２９日に発令する運

びとなっております。 

  次に，外務大臣。 

○岸田国務大臣：明年秋，国際刑事裁判所において，裁判官選挙が行われる予定です。

我が国としては，国際社会における法の支配の推進のため，積極的に貢献したいと

考えております。このため，明年の裁判官選挙への候補者として，赤根智子法務省

法務総合研究所長兼国際司法協力担当大使を指名することにしたいと存じます。 

関係閣僚の御理解と御協力を頂きたく，よろしくお願い申し上げます。 

○菅国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 

引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

御発言はございますか 。 

無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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                 平成 28年 

                 ４月 22日 

 

◎ 一 般 案 件 

1. 「 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 本 部 の 副 本 部 長 の 

  特 定 に つ い て 」 及 び 「 農 林 水 産 業 ・ 地 域 の 活 

○   力 創 造 本 部 の 設 置 に つ い て 」 の 一 部 改 正 に つ 

い て （ 決 定 ）         （ 内 閣 官 房 ） 

     1. 「 都 市 再 生 本 部 の 副 本 部 長 の 特 定 に つ い て 」 

等 の 一 部 改 正 に つ い て （ 決 定 )( 内 閣 府 本 府 ） 

 〃  ○ 平 成 ２ ７ 年 ９ 月 ７ 日 か ら 同 月 １ １ 日 ま で の 間 の 暴  
風 雨 及 び 豪 雨 に よ る 災 害 に よ り 被 害 を 受 け た 中 小  
企 業 者 等 に 対 す る 災 害 融 資 に 関 す る 特 別 措 置 の 適  
用 期 間 の 延 長 に つ い て （ 決 定 ）  

（ 財 務 ・ 厚 生 労 働 ・ 農 林 水 産 ・ 経 済 産 業 省 ）  
 〃  ○ ク ウ ェ ー ト 国 首 相 シ ェ イ ク ・ ジ ャ ー ビ ル ・ ア ル ・  

ム バ ー ラ ク ・ ア ル ・ ハ マ ド ・ ア ル ・ サ バ ー ハ 殿 下  
の 公 式 実 務 訪 問 賓 客 待 遇 に つ い て （ 了 解 ）  

（ 外 務 省 ）  
   ☆ ケ ニ ア 国 駐 箚 特 命 全 権 大 使 植 澤 利 次 に 交 付 す べ き  

信 任 状 及 び 前 任 特 命 全 権 大 使 寺 田 達 志 の 解 任 状 に  
つ き 認 証 を 仰 ぐ こ と に つ い て （ 決 定 ）  （ 同 上 ）  

 

◎ 国 会 提 出 案 件 

1. 「 平 成 ２ ７ 年 度 中 小 企 業 の 動 向 」 及 び 「 平 成 

○   ２ ８ 年 度 中 小 企 業 施 策 」 

     1. 「 平 成 ２ ７ 年 度 小 規 模 企 業 の 動 向 」 及 び 「 平 

成 ２ ８ 年 度 小 規 模 企 業 施 策 」 

に つ い て （ 決 定 ）        （ 経 済 産 業 省 ） 

1. 衆 議 院 議 員 山 井 和 則 （ 民 進 ） 提 出 ジ ョ セ フ ・  
 〃  ○   ス テ ィ グ リ ッ ツ 教 授 ， ポ ー ル ・ ク ル ー グ マ ン  
      教 授 に よ る 消 費 税 引 き 上 げ に 関 す る 発 言 に 関  

す る 再 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  
              （ 内 閣 官 房 ）  

（ 金 ）閣 議 案 件 

資 料  
な し  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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     1. 衆 議 院 議 員 仲 里 利 信 （ 無 ） 提 出 沖 縄 の 経 済 や  
沖 縄 振 興 予 算 ， 米 軍 基 地 等 に 関 す る 公 民 教 科  
書 の 誤 記 載 の 是 正 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁  
書 に つ い て （ 決 定 ）     （ 内 閣 府 本 府 ）  

 1. 衆 議 院 議 員 仲 里 利 信 （ 無 ） 提 出 匿 名 ブ ロ グ で  
明 ら か に な っ た 保 育 園 へ の 入 園 及 び 保 育 士 確  
保 の 困 難 さ を 解 消 す る た め の 支 援 の あ り 方 に  
関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  

  （ 厚 生 労 働 省 ）  
1. 参 議 院 議 員 荒 井 広 幸 （ 改 革 ） 提 出 大 麻 草 の 医  

療 研 究 お よ び 使 用 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁  
書 に つ い て （ 決 定 ）        （ 同 上 ）  

 
◎ 公 布 （ 法 律 ） 

1. 国 立 研 究 開 発 法 人 情 報 通 信 研 究 機 構 法 及 び 特 

  定 通 信 ・ 放 送 開 発 事 業 実 施 円 滑 化 法 の 一 部 を 

☆   改 正 す る 等 の 法 律 （ 決 定 ） 

 1. 有 人 国 境 離 島 地 域 の 保 全 及 び 特 定 有 人 国 境 離 

島 地 域 に 係 る 地 域 社 会 の 維 持 に 関 す る 特 別 措 

置 法 （ 決 定 ） 

 
◎ 政  令 

   ○ 平 成 ２ ７ 年 ９ 月 ７ 日 か ら 同 月 １ １ 日 ま で の 間 の 暴 

風 雨 及 び 豪 雨 に よ る 災 害 に つ い て の 激 甚 災 害 並 び 

に こ れ に 対 し 適 用 す べ き 措 置 の 指 定 に 関 す る 政 令 

の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 決 定 ） 

（ 内 閣 府 本 府 ・ 財 務 ・ 経 済 産 業 省 ） 

 〃  ○ 予 算 決 算 及 び 会 計 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 

（ 決 定 ）              （ 財 務 省 ） 

 

◎ 人  事 

   ☆ 元 陸 将 作 道 光 夫 外 ２ ０ ４ 名 の 叙 位 又 は 叙 勲 に つ い 

て （ 決 定 ） 

資 料  
あ り  

資 料  
な し  

資 料  
あ り  
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◎ 配  布 

   ☆ 月 例 経 済 報 告          （ 内 閣 府 本 府 ） 

 
 

〔 ○ 署 名 あ り  ☆ 署 名 な し 〕 
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                 平 成 28 年 

                 ４ 月 22 日 

 

◎ 一 般 案 件 

   ○ 相 互 承 認 に 関 す る 日 本 国 と 欧 州 共 同 体 と の 間 の 協 

定 の 医 薬 品 に 係 る 優 良 製 造 所 基 準 （ Ｇ Ｍ Ｐ ） に 関 

す る 分 野 別 附 属 書 の 改 正 に 関 す る 外 交 上 の 公 文 の 

交 換 に つ い て （ 決 定 ）        （ 外 務 省 ） 

 

◎ 人  事 

   ○ 平 成 ２ ８ 年 春 の 叙 勲 に つ い て （ 決 定 ） 

 〃  ○ 平 成 ２ ８ 年 春 の 外 国 人 叙 勲 に つ い て （ 決 定 ） 

 

 

〔○署名あり  ☆署名なし〕 

 

 件 名 外 案 件 （ 金 ）

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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